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8 規約に定めた解散の事由

総会員の4分の 3以上の同意による議会の議決

9 認可年月日

令和 3年12月13日

監 査 公 表

＠金沢市監査公表第19号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第 7項の規定により、金沢市監査基準（令和 2年監査公表第 3号）に準

拠し実施した財政援助団体等監査の結果に関する報告を次のとおり決定したので、同条第 9項の規定により当該報告

を公表します。

令和 3年12月13日

金沢市監査委員 西 尾 昭 浩

金沢市監査委員 中 村 哲 郎

金沢市監査委員 野 本 正 人

金沢市監査委員 下 沢 広 伸

第 1 監査の概要

1 監査対象の団体名、所在地及び所管局課

団 体 名

公益財団法人

所 在 地 所管局課

金沢市水道サービス公社
金沢市問屋町2丁目 3番地

企業局

公益社団法人

企業総務課

金沢職人大学校
金沢市大和町 1番 1号

文化スポーツ局

公益財団法人

歴史都市推進課

金沢文化振興財団
金沢市柿木畠 1番 1号

文化スポーツ局

公益財団法人

文化政策課

金沢勤労者福祉サービスセンタ
金沢市北安江3丁目 2番20号

経済局

公益財団法人

労働政策課

金沢まちづくり財団
金沢市柿木畠 1番 1号

都市整備局

市街地再生課

2 監査を執行した監査委員

西尾昭浩、中村哲郎、野本正人、下沢広伸

3 監査の範囲

令和 2年度の出納その他の事務（ただし、必要と認められた令和 3年度及び令和元年度以前の事務を含む。）

4 監査の期間

令和 3年 7月16日から同年11月29日まで

5 監査の着眼点

全国都市監査委員会が定める監査等の着眼点の「財政援助団体等監査の着眼点」に基づき、公益上の必要性は

十分か、公金が適正かつ効率的に運用されているかを主眼として、監査を実施した。

6 監査の実施内容

出納その他の事務の執行を対象として、あらかじめ必要と認められる監査資料の提出を求め、監査対象団体の

責任者及び監査対象団体（施設）を所管する関係職員から事業等についての説明聴取を行うとともに、関係帳簿

及び関係書類の照合、通査及び実査を行った。
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主な監査帳票

公益財団法人 定款及び会計規程等諸規程、決算書等諸帳簿、預金通帳等証拠書類、事業計画書、

金沢市水道サービス公社 予算書及び決算諸表、出納関係帳票、収入伝票、支払伝票、振替伝票、領収書等

証拠書類

公益社団法人 定款及び会計規程等諸規程、決算書等諸帳簿、預金通帳等証拠書類、事業計画書、

金沢職人大学校 予算書及び決算諸表、出納関係帳票、収入伝票、支払伝票、振替伝票、領収書等

証拠書類、事業報告書、指定に関する根拠法令等、指定の手続管理に関する協定

書等

公益財団法人 定款及び会計規程等諸規程、決算書等諸帳簿、預金通帳等証拠書類、事業計画書、

金沢文化振興財団 予算書及び決算諸表、出納関係帳票、収入伝票、支払伝票、振替伝票、領収書等

証拠書類、支出負担行為伺書、補助金等交付申請書及び実績報告書、事業報告書、

指定に関する根拠法令等、指定の手続管理に関する協定書等

公益財団法人 定款及び会計規程等諸規程、決算書等諸帳簿、預金通帳等証拠書類、事業計画書、

金沢勤労者福祉 予算書及び決算諸表、出納関係帳票、収入伝票、支払伝票、振替伝票、領収書等

サービスセンター 証拠書類、支出負担行為伺書、補助金等交付申請書及び実績報告書

公益財団法人 定款及び会計規程等諸規程、決算書等諸帳簿、預金通帳等証拠書類、事業計画書、

金沢まちづくり財団 予算書及び決算諸表、出納関係帳票、収入伝票、支払伝票、振替伝票、領収書等

証拠書類

7 団体の概要

(1) 公益財団法人 金沢市水道サービス公社

ア 設立及び目的

水道事業者と密接に相互協力を保ちながら、独自の事業活動を通して市民と水道事業者のパイプ役を果た

し、住民との接点となる分野を中心に水道行政を支援補完することにより、水道事業の健全な経営と公共の

福祉の増進に寄与することを目的に平成4年3月に設立され、平成25年4月からは公益財団法人に移行して

いる。

イ 本市との関係

出資状況

基本財産10,000千円の全額（出資割合100%)

(2) 公益社団法人金沢職人大学校

ア 設立及び目的

金沢に残る伝統的で高度な職人の技の伝承及び保存並びに人材の育成を図るとともに、資料の収集、調査

及び公開を図ることにより、文化財等の修復を通じ、匠の技への高い社会的評価と職人の地位向上、さらに

は伝統文化に対する一般の理解と関心を深めることを目的に平成8年 8月に設立され、平成24年4月からは

公益社団法人に移行している。

イ 本市との関係

（ア） 出資状況

基本財産10,000千円の全額（出資割合100%)

（イ） 指定管理の状況（令和 2年度）

指定管理委託料 55,150千円

I※金沢職人大学校 施

※印は実査を行った施設である。

設 名

(3) 公益財団法人金沢文化振興財団

ア 設立及び目的

金沢市が有する伝統文化の継承と振興を図り、もって、本市における市民生活の充実と文化都市としての

発展に寄与することを目的に昭和63年7月に設立され、平成23年4月からは公益財団法人に移行している。
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イ 本市との関係

（ア） 出資状況

基本財産20,000千円の全額（出資割合100%)

（イ） 補助金等の交付状況（令和 2年度）

金沢文化振興財団運営事業補助金 78,226千円

（ウ） 指定管理の状況（令和 2年度）

指定管理委託料 595,331千円

施 設 名

金沢市立中村記念美術館、金沢くらしの博物館、金沢市立安江金箔工芸館、金沢ふるさと偉人館、

泉鏡花記念館、金沢湯涌夢二館、金沢蓄音器館、前田土佐守家資料館、室生犀星記念館、徳田秋

整記念館、金沢市老舗記念館、金沢文芸館、金沢湯涌江戸村、鈴木大拙館、谷口吉郎 ・吉生記念

金沢建築館、旧高峰家 ・旧検事正官舎、松声庵

(4) 公益財団法人金沢勤労者福祉サービスセンター

ア 設立及び目的

勤労者と事業主及びその家族並びに住民（以下「勤労者等」という。）に対し、総合的な福利厚生事業を

行うことにより、勤労者等の豊かな暮らしの実現を通して、企業の振興並びに地域社会の活性化に寄与する

ことを目的に平成11年8月に設立され、平成24年4月からは公益財団法人に移行している。

イ 本市との関係

（ア） 出資状況

基本財産30,000千円の全額（出資割合100%)

（イ） 補助金等の交付状況（令和 2年度）

公益財団法人金沢勤労者福祉サービスセンター運営費補助金 14,240千円

(5) 公益財団法人金沢まちづくり財団

ア 設立及び目的

金沢市におけるまちづくり事業の推進と振興を図り、もって市民が安全で安心して暮らせる、ゆとりと潤

いのある魅力的なまちづくりに貢献することを目的に平成12年4月に設立され、平成26年4月からは公益財

団法人に移行している。

イ 本市との関係

出資状況

基本財産50,000千円のうち40,000千円（出資割合80%)

第 2 監査の結果

1 公益財団法人金沢市水道サービス公社

出資団体の事業の運営は、監査した範囲においては適正に執行されていると認められた。

2 公益社団法人金沢職人大学校

出資団体の事業の運営及び公の施設の管理に係る事務は、監査した範囲においては適正に執行されていると認

められた。

3 公益財団法人金沢文化振興財団

出資団体の事業の運営、補助金等に係る収支の会計経理及び公の施設の管理に係る事務は、監査した範囲にお

いては適正に執行されていると認められた。

4 公益財団法人金沢勤労者福祉サービスセンター

出資団体の事業の運営及び補助金等に係る収支の会計経理は、監査した範囲においては適正に執行されている

と認められた。

5 公益財団法人金沢まちづくり財団

出資団体の事業の運営は、監査した範囲においては適正に執行されていると認められた。
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